
(管区等名：　警察庁　　　）

契約名称及び内容
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約締結日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることと
した会計法令の根拠

条文及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない事
由

随意契約によらざ
るを得ない場合とし
た財務大臣通知上

の根拠区分

備　　考

インターネット接続サービス(１
－３)

警察庁長官官房会計課
理事官
鶴　代　　隆　造
警察庁
東京都千代田区霞が関
２－１－２

平成30年10月18日
ＫＤＤＩ株式会社
東京都千代田区大手
町１－８－１

9011101031552

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給
されることが可能であり、
他に合理的な代替となる
サービスがないため

－ 1,964,736円 － －

行政目的を達成するために不
可欠な特定の情報について当
該情報を提供することが可能な
者から提供を受けるもの。

①ニ（ヘ）

ＩＣＰＯメッセージ交換システム
賃貸借

警察庁長官官房会計課
理事官
鶴　代　　隆　造
警察庁
東京都千代田区霞が関
２－１－３

平成30年10月31日
日本電気株式会社
東京都港区芝５丁目７
番１号

7010401022916

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給
されることが可能であり、
他に合理的な代替となる
サービスがないため

－ 3,055,530円 － －

行政目的を達成するために不
可欠な特定の情報について当
該情報を提供することが可能な
者から提供を受けるもの。

①ニ（ヘ）

モバイル型映像伝送装置用回
線サービス（２）

警察庁長官官房会計課
理事官
鶴　代　　隆　造
警察庁
東京都千代田区霞が関
２－１－１１

平成30年11月22日
株式会社ＮＴＴドコモ
東京都千代田区永田
町２－１１－１

1010001067912

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給
されることが可能であり、
他に合理的な代替となる
サービスがないため

－ 8,633,664円 － －

行政目的を達成するために不
可欠な特定の情報について当
該情報を提供することが可能な
者から提供を受けるもの。

①ニ（ヘ）

海外携帯電話機情報抽出装
置外１点

警察庁長官官房会計課
理事官
鶴　代　　隆　造
警察庁
東京都千代田区霞が関
２－１－７

平成30年11月27日
サン電子株式会社
愛知県江南市古知野
町朝日２５０

5180001087444

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給
されることが可能であり、
他に合理的な代替となる
サービスがないため

－ 14,785,200円 － －

行政目的を達成するために不
可欠な特定の情報について当
該情報を提供することが可能な
者から提供を受けるもの。

①ニ（ヘ）

運転者管理業務用電子計算
機賃貸借

警察庁長官官房会計課
理事官
鶴　代　　隆　造
警察庁
東京都千代田区霞が関
２－１－３

平成30年12月26日

日本電気株式会社
東京都港区５－７－１
株式会社ＪＥＣＣ
東京都千代田区丸の
内３－４－１

7010401022916
2010603004460

会計法第29条の3第4項
供給者によってのみ供給
されることが可能であり、
他に合理的な代替となる
サービスがないため

－ 93,024,683円 － －

行政目的を達成するために不
可欠な特定の情報について当
該情報を提供することが可能な
者から提供を受けるもの。

①ニ（ヘ）

車両航走契約

長崎県警察会計担当官
國枝　治男
長崎県警察本部
長崎県長崎市尾上町３
番３号

平成30年10月2日

オーシャントランス株
式会社
福岡県北九州市門司
区新門司北１丁目12
番地

3290801005174

会計法第29条の３第４項
供給者によってのみ供給
されることが可能であり、
他に合理的な代替となる
サービスがないため

             1,051,080 1,051,080円 100 －

供給者によってのみ供給される
ことが可能であり、他に合理的
な代替となるサービスがないた
め

①ニ（ヘ）

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」（公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議）の対象となっている契約を対象とすること。

【様式２】

４．「随意契約によらざるを得ない事由」欄は、随意契約によらざるを得ない事由を記載することとし、「随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分」欄は、「公共調達の適正化について」
　記１．（２）①の区分（例：イ（ロ））又は③のイからハに掲げる区分を記載すること。

３．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。

平成31年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

２．本表は、平成30年度に締結した契約のうち、平成31年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないものについて、当該契約ごとに記載すること。


